３　教職員による幼児・児童・生徒に対する体罰やセクシュアル・ハラスメント防止の取組み　
「府立学校に対する指示事項」「市町村教育委員会に対する指導･助言事項」において、体罰、セクシュアル・ハラスメントは子どもに対する重大な人権侵害であり、その未然防止のための取組みを進めるよう指示・指導している。体罰、セクシュアル・ハラスメントが根絶されていない現状を重く受け止め、体罰、セクシュアル・ハラスメントは絶対に許さないということを一人ひとりの教職員が改めて理解・認識するとともに、学校全体として防止・根絶に取組む必要がある。
障がいのある子どもは、状況によっては周囲の人たちから理解されにくく、人権侵害を受けやすい危険性があり、先頭に立って子どもの人権を守るべき立場にある教職員が体罰、セクシュアル・ハラスメントを行うことは極めて許しがたい。教職員がこれらの行動に至った状況を鑑みると、障がいのある子どもの指導方法等に対する理解が十分でない場合や、校内の指導体制そのものの工夫がさらに必要な状況が推察されることから、校長・准校長のリーダーシップのもとに教職員全体で取り組んでいかなければならない課題であると考える。
＜参考＞

○大阪府教育庁セクシュアル・ハラスメントガイドライン

「教職員による児童生徒に対するセクシュアル・ハラスメント防止のために」

～　未然防止・子どもの立場にたった適切な対応の指針　～

（http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/jinkenkyoiku/index.html）　　　　　　（平成29年５月改訂）
○「セクシュアル・ハラスメント防止のために」

－障がいのある幼児・児童・生徒の指導や介助等における留意点－   　　　　　　 （令和７年７月改訂）
　
○「児童・生徒に対するわいせつ行為等の防止に係る指導の徹底について（通達）」
（令和４年９月16日・教職人第2730号）

○「児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメントの防止について（通達）」
（令和４年１月24日・教職人第3847号）
○「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」　　　　　　　　　　　　　（令和３年６月）
（https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_01584.html）

○「児童・生徒に対するわいせつな行為の禁止の徹底について（通達）」
（令和２年12月24日・教職人第3776号）

○「児童・生徒とのＳＮＳ等による私的なやり取りの禁止について（通達）」
（令和２年12月24日・教職人第3777号）

○「子どもを守る被害者救済システム」            　　　　　　　　　　　　　　　 （令和元年12月改訂）
（https://www.pref.osaka.lg.jp/jidoseitoshien/kyuusai/）
○「体罰防止マニュアル（改訂版）」～この痛み一生忘れない！～（＊Ｐ74～Ｐ77）
（http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/jinkenkyoiku/index.html）      　　 （平成19年11月改訂）
○「体罰根絶に向けた取組の徹底について」                               　　　　（平成25年８月通知）
　（https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1338620.htm）

○「体罰防止リーフレット　- 力でおさえつける指導は絶対にしない -」      　 

～一人ひとりを大切にする指導・支援のために～　　 （＊Ｐ78～Ｐ79）
　（http://www.pref.osaka.lg.jp/shienkyoiku/taibatsuboushi/index.html）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【おことわり：一部、時代に合わせた変更を行っています。（例）同性⇒性の多様性に配慮したうえで同性】

セクシュアル･ハラスメント防止のために
－障がいのある幼児・児童・生徒の指導や介助等における留意点－
大阪府教育庁
令和７年７月１日
　各学校において障がいのある幼児・児童・生徒が、学校での生活を楽しんだり、円滑に学習活動に取り組んだりするためには、教職員における幼児・児童・生徒への適切な介助や支援は必要不可欠である。しかし、衣服の着脱やトイレの介助などを教職員が行う際に、意図的ではないが、幼児・児童・生徒に不快感を与えていたり、周囲から見ればセクシュアル･ハラスメントではないかとの指摘や誤解を招いたりする場合がある。そこで、「教職員による児童・生徒に対するセクシュアル･ハラスメント防止のために」（平成20年3月改定）を踏まえて、障がいのある幼児・児童・生徒の指導や介助時における具体的事例と留意点を示すこととした。
　各学校においては、本資料を踏まえ、指導や介助の方法などを再度点検し、障がいのある幼児・児童・生徒が教職員との信頼関係を基礎として、一層豊かな学校生活を送ることのできるように留意すること。
 

	①　幼児・児童・生徒や保護者との信頼関係を日頃から培っておく。
②　幼児・児童・生徒の意思を可能な限り確認する。
③　介助の前に、これから何をするのか、幼児・児童・生徒に伝える。
④　必要以上の身体接触をなくすよう、介助方法についての研修や共通理解を深める。
⑤　身体的な接触を伴う介助が必要な場面では、複数で対応する。
⑥　介助は性の多様性に配慮したうえで同性が行うことを原則とし、同性であっても幼児・児童・
生徒に不快感を与えることは避ける。
⑦　人気の少ないところで教職員と幼児・児童・生徒が2人だけになることは可能な限り避ける。


◎　障がいのある幼児・児童・生徒の指導や介助におけるセクシュアル･ハラスメントについて具体的事例を通しての留意事項
	（事例①）《登校時の挨拶など、親愛の感情を伝える場合》
「おはよう」といいながら、教職員が幼児・児童・生徒に抱きつく。


（留意点①）スキンシップは親愛の感情を伝える有効な方法の一つであると言われているが、幼児・児童・生徒の年齢段階に留意して不必要な接触は行わない。また、周りから見て不自然と思われる行動は避ける。
	（事例②）《乗り物、通学バス乗降時や車椅子の介助の場合》
背後から抱きかかえる時に不用意に胸を押さえたり、必要以上にお尻に触れたりする。


（留意点②）幼児・児童・生徒を乗り物に乗せたりする場合、背後から抱きかかえる方法があるが、その際、女子生徒の胸部を手で押さえてしまうことがあり、生徒に不快感を与えてしまう。また、脚部を保持する場合も、必要以上に臀部に手を当てる行為は生徒に不快感を与えるだけでなく、周囲から見ても不自然で不快と感じられるので十分な配慮を行う。
乗り物やバスでは、介助しやすくなるよう座席の位置等を工夫したり、「ここを持って、これから抱えるよ」と幼児・児童・生徒に声をかけて説明したりし、可能な限り本人の了解を得て介助を行うことが求められる。

	（事例③）《自立活動の指導を行う場合》
自立活動の指導場面では、教職員が直接、幼児・児童・生徒に身体接触する必要があり、その
際、一対一の中で過度な接触が生じる。


（留意点③）自立活動の「個別の指導計画」を作成する時点で、指導内容・指導方法等について、本人や保護者と十分相談しておかなければならない。特に身体接触を必要とする指導については、真に必要なものかどうか、あるいは、別の方法が採用できないかなどについても確認しておく必要があり、可能な限り性の多様性に配慮したうえで同性の指導者が指導にあたる配慮が必要である。
	（事例④）《更衣について介助や指導を行う場合》
更衣の介助や指導を教室で行う時、カーテンの仕切りはあっても更衣する様子が周りからも見
える。


（留意点④）幼児・児童・生徒それぞれに応じた更衣の介助や指導は必要であるが、年齢にふさわしい更衣場所を確保すべきである。カーテン等での仕切りを活用し、教室等において更衣をする場合、周りからは見えないよう配慮しなければならない。また、児童・生徒が、男女同じ教室等で更衣することを避け、更衣場所において児童・生徒だけの状態にしないことも大切である。
	（事例⑤）《トイレ時の介助の場合》
トイレ時の介助の際に、異性の教職員が介助する。教室等において他の幼児・児童・生徒がい
る中でおむつを替える。


（留意点⑤）小学校低学年の児童に対するトイレ時の介助においても、トイレ内の指導介助は一対一になってしまうことが多く、性の多様性に配慮したうえで同性が介助することを原則と考えなければならない。おむつ交換はトイレ内に交換場所を確保すべきであるが、やむを得ず、教室等においておむつ交換を行う場合は、衝立等を活用し、他の児童等から見えない場所で行うことが必要である。
	（事例⑥）《給食時の介助の場合》
食事のための姿勢を保持しながら介助する際、教職員が膝の上に抱いたり、背後から身体を支
えたりする場合があり、その時、身体が密着する。


（留意点⑥）姿勢保持の介助は、安全に食事を行うために必要なことであるが、介助の方法については、補助具の使用も含め、事前に本人や保護者と十分に相談し、確認しておく必要がある。身体を密着する介助が必要な場合、性の多様性に配慮したうえで同性の介助を原則とする。異性の介助となる場合でも、可能な限り身体の直接接触を避ける工夫に努めることが大切である（バスタオル１枚を教職員と幼児・児童・生徒との間に入れるなどの配慮をする）。
	（事例⑦）《移動時の介助の場合》
高学年の児童・生徒と教職員が手をつないだり、腕を組んだりして歩く。


（留意点⑦）てんかん発作や急な飛び出し等、常に配慮の必要な幼児・児童・生徒については、安全確保の観点から、教職員が手をつなぐ場合がある。その際に、周りから見て一般的に違和感のあるケース（例えば、高等部の女子生徒と男性教職員）もあるため、児童・生徒の安全確保の方法についても十分な配慮が必要である。
	（事例⑧）《ＳＮＳを活用した指導の場合》
児童・生徒と教職員がSNS等で個人的な内容でやり取りを行う。


（留意点⑧）令和２年12月24日付教職人第3777号「児童・生徒とのＳＮＳ等による私的なやり取りの禁止について（通達）」において、ＳＮＳ等を使って教職員と児童・生徒が個人的なやり取りを行うことは禁止されている。また、私物端末のみならず、一人一台端末を用いて、教職員が付与された個人アドレスで児童・生徒個人に対し、私的なやりとりを行うことも禁止されている。さらにＳＮＳに限らず、児童・生徒との指導にかかるやりとりについても、過度な回数や、やり取りを行う時間帯など、社会通念上、適切な範囲で行うよう留意する必要がある。
◎　セクシュアル･ハラスメント防止のために
　あらゆる教育活動は、幼児・児童・生徒一人ひとりの人格を最大限に尊重しながら進めなければならない。そのため、指導等に当たる教職員は、障がいのある幼児・児童・生徒一人ひとりの立場に立って、常に心の痛みや悩み等について自らの問題として受け止める感性と人権意識を身につけている必要がある。
　特にセクシュアル･ハラスメントについては、発生した際の幼児・児童・生徒及び保護者に及ぼす影響が非常に大きいため、各学校において、本資料の具体的事例を十分に活用し、研修を実施するとともに、日常的な
職場環境の整備を図り、人権尊重を基盤とした教育を一層推進するよう努めなければならない。
　また、学校において幼児・児童・生徒が被害者となる事象（教職員による幼児・児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメント及び体罰、幼児・児童・生徒間のいじめ等）が生起した際に、課題の解決や幼児・児童・生徒の救済を図るため「被害者救済システム」リーフレットなどを活用し、相談窓口について幼児・児童・生徒や保護者に周知しておくことも必要である。
　なお、万が一にもセクシュアル･ハラスメントと思われる行為が発生したり、幼児・児童・生徒及び保護者等から、その旨、告知、相談があった場合は、すぐに支援教育課に報告するとともに、「教職員による児童・生徒に対するセクシュアル･ハラスメント防止のために」（平成29年5月改定）に基づいて速やかに問題解決に向けて対処することが重要である。
セクシュアル･ハラスメント防止のための視点
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